
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

一
三
六

◎
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
〇
六
号
）（
参
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
五
年
一
二
月
三
日
・
参
議
院
厚
生
労
働
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
高
階
恵
美
子
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
自
由
民
主
党
、
公
明
党
、
み

ん
な
の
党
、
日
本
共
産
党
及
び
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し
、
そ

の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

中
国
残
留
邦
人
等
の
配
偶
者
は
、
残
留
邦
人
の
祖
国
に
帰
り
た
い
と
い

う
願
い
を
受
け
止
め
、
日
本
に
骨
を
埋
め
る
決
意
で
、
帰
国
す
る
残
留
邦

人
と
共
に
来
日
さ
れ
ま
し
た
。
帰
国
後
も
、
言
葉
の
壁
や
慣
れ
な
い
生
活

習
慣
の
中
、
残
留
邦
人
と
労
苦
を
共
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
政

府
に
お
い
て
、
帰
国
後
の
定
着
促
進
の
た
め
の
日
本
語
教
育
等
の
支
援
、

平
成
六
年
の
議
員
立
法
に
よ
る
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
に
基
づ
く
支

援
、
さ
ら
に
、
平
成
十
九
年
以
降
は
、
改
正
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
に

基
づ
き
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
や
生
活
保
護
の
基
準
を
満
た
さ

な
い
世
帯
に
対
す
る
支
援
給
付
の
支
給
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
き
ま
し

た
。し

か
し
な
が
ら
、
現
行
法
で
は
、
残
留
邦
人
が
亡
く
な
っ
た
後
の
配
偶

者
は
、
従
前
よ
り
少
な
い
額
の
支
援
給
付
の
み
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
残
留
邦
人
死
亡
後
の
配
偶
者
の
老
後
の
生
活
の
安
定
が
切
実
な
課
題

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
案
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
、
永
住
帰
国
す
る
前
か
ら
の
配
偶
者
に

つ
い
て
、そ
の
自
立
の
支
援
を
行
う
た
め
、中
国
残
留
邦
人
等
が
亡
く
な
っ

た
後
、
支
援
給
付
に
加
え
て
配
偶
者
支
援
金
を
支
給
す
る
こ
と
等
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
が
永
住
帰
国
す
る
前
か
ら
継
続
し
て

配
偶
者
で
あ
る
者
を
特
定
配
偶
者
と
い
た
し
ま
す
。

第
二
に
、
法
律
の
題
名
を
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
改
め
、
目
的
及
び
国
等
の
責
務
の
規
定
に
お
い
て
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
明
確
に
い
た
し
ま
す
。

第
三
に
、
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
が
亡
く
な
っ
た
後
も
支
援
給
付
を
受



中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

一
三
七

給
で
き
る
配
偶
者
を
特
定
配
偶
者
に
限
定
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
経
過
措

置
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
に
現
に
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
配

偶
者
で
あ
っ
て
特
定
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
、
支
援
給
付
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

第
四
に
、
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
は
、
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
特
定
配
偶
者
に
対
し
て
行
い
、
そ
の
額
は
、
老
齢
基
礎
年
金
満
額
の

三
分
の
二
相
当
額
と
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
支
援
金
の
財
源
は
、

全
額
国
費
で
措
置
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
五
年
一
二
月
四
日
）

○
石
井
み
ど
り
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
と
共
に
来
日
し
、
長
年
に
わ
た
り
労
苦
を
共
に
し
て
き

た
中
国
残
留
邦
人
等
の
配
偶
者
に
つ
い
て
、
中
国
残
留
邦
人
等
が
亡
く

な
っ
た
後
の
老
後
の
生
活
の
安
定
が
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
事
情
に

鑑
み
、
永
住
帰
国
す
る
前
か
ら
の
配
偶
者
に
つ
い
て
、
そ
の
自
立
の
支
援

を
行
う
た
め
、
中
国
残
留
邦
人
等
が
亡
く
な
っ
た
後
、
支
援
給
付
に
加
え

て
配
偶
者
支
援
金
を
支
給
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
発
議
者
高
階
恵
美
子
君
か
ら
趣
旨
説
明
を

聴
取
し
、
次
い
で
、
本
法
律
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

国
会
法
第
五
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
い
て
内
閣
か
ら
意
見
を
聴
取
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
田
村
厚
生
労
働
大
臣
よ
り
政
府
と
し
て
は
異
議
は
な
い

旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
五
年
一
二
月
六
日
）

○
後
藤
茂
之
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の



中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

一
三
八

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
永
住
帰
国
し
た
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
が
亡
く
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
定
中
国
残
留
邦
人
等
の
永
住
帰
国
前
か
ら
の
配
偶
者

で
あ
る
特
定
配
偶
者
に
対
し
、
配
偶
者
支
援
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
参
議
院
提
出
に
係
る
も
の
で
、
昨
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

本
日
、
参
議
院
議
員
高
階
恵
美
子
君
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、

採
決
の
結
果
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


